
No.
環境要素
の区分

ページ 意見元 意見等 事業者の見解

1 00 全般 1601

秋
山
委
員

環境に考慮した工事を心がけていることはわかります
が，通り一辺倒の措置ではなく，もう一歩踏み込んだ
措置を講じることで今後の工事の手本になると思いま
す．是非個々の生物の生態をできるだけ考慮し，国内
外外来種を持ち込まないなどの努力をしていただきた
い．

ご指摘頂いた内容を踏まえ、検討いたします。

2 00 全般
1637
～
1644

秋
山
委
員

環境保全措置については他の項目にも書きましたよう
に，一部再検討が必要です．

環境保全措置の内容については、ご指摘を踏ま
え再度検討いたします。

3 00 全般 -

秋
山
委
員

報告書が大変読みにくいです．繰り返し記載されてい
る物が多すぎます．今後もう少し報告書の体裁を考
え，単に厚い報告書通い分けではなく，順を追ってき
ちんと記載すれば繰り返しなどもなく，薄くて内容の
濃い報告書になると思います．今後ご検討ください．

準備書の記載内容については環境影響評価法第
１４条第１項第１号から第９号及び発電所アセ
ス省令第３２条により記載することとなってお
り、「発電所に係る環境影響評価の手引（経済
産業省　産業保安グループ　電力安全課　令和2
年11月改正）」の環境影響評価準備書の作成等
に準じて作成しております。

4 00 全般 460-

斎
藤
委
員

第10章 環境影響評価の結果の目次の項目をもっと詳
細に記載して下さい。目次が粗雑では、全体の内容を
把握しにくいです。特に、10.1.4動物の項は数百ペー
ジもあるのに、目次の項目はひとつだけです。

第10章 環境影響評価の結果の目次の項目の記載
について、今後検討致します。

5 00 全般 15

坂
東
委
員

送電線埋設ルートについての環境影響評価は行われて
いますか。

風力発電機間を結ぶ送電線の埋設ルートについ
ては、改変区域に含まれておりますので、その
内容を踏まえた予測評価を行っております。

6 00 全般 4~7

吉
﨑
委
員

4枚の図（素案と準備書の比較）は大変重要である
が、少し見にくいので、色や●や□の大きさを工夫し
てほしい。

ご指摘頂いた点について、評価書において見や
すくなるよう工夫いたします。

7 04 騒音 525

斎
藤
委
員

等価騒音レベルは、騒音評価の手法であって、環境省
の騒音に係わる記述では環境騒音としては定義されて
いないと思いますがいかがでしょうか。

環境省の定める騒音に係る環境基準については
「等価騒音レベルによって評価することを原則
とする。」と記載されております。
本業務で算出した沿道及び一般環境調査地点の
等価騒音レベルは環境基準との比較、評価の基
礎となる値と位置付けております。

8 04 騒音
525-
548

斎
藤
委
員

環境騒音の状況として等価騒音レベルと残留騒音の測
定結果が示されています。調査結果の記載方法は両者
で異なっていますが、両者ともに環境基準を下回って
いるようです。両者は同時に同位置で測定されたと考
えてよいでしょうか。547ページに、気象状況は騒音
レベル調査時に記録したとの記載がありますがわかり
にくいです。また、測定地点が、環境2と環境7しかな
いのはどうしてでしょうか。

等価騒音レベルと残留騒音ともに同時に同位置
で測定しました。気象状況は騒音レベル調査と
同時期に記録したことは注釈の調査日にも記載
していますが、記載内容について評価書作成時
に検討します。
また、測定地点を環境2と環境7に設定した理由
として、対象事業実施区域の南北を縦断した主
稜線があり、その主稜線の東西各１地点の周辺
が見渡し易い代表地点として設定しました。

9 04 騒音 527

斎
藤
委
員

表10.1.1.3-3（2）で夜間の等価騒音レベルが昼間よ
り高いところが数カ所ありますが、理由はわかりませ
んか。音声モニターは使用していませんか。

当日の夜間に対象事業実施区域の西側でやや強
い風が吹き、調査地点の周辺の樹木等の枝葉が
擦れる音が入ったため、騒音レベルが昼間より
高くなりました。

静岡県環境影響評価審査会委員からの意見等に対する事業者の見解
((仮称)ウインドパーク遠州東部風力発電事業　準備書) 資料３
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10 04 騒音 -

立
蔵
委
員

風車騒音の予測方法について確認させてください．予
測条件として風向や風速はどのように見積もられてい
るのでしょうか．もし風向や風速の影響を考慮した予
測でないのであれば，これは何を（どのような実環境
を）予測していることになるのでしょうか．風車が
回っているときは風があるときなので，音の伝搬に風
の影響が入っていないのは予測として条件がたりない
のではないでしょうか．

風車から発生する騒音のパワーレベルはハブ高
さ風速に対する値として提示されております（2
章　表2.2-10）ので、「風力発電施設から発生
する騒音等測定マニュアル（平成29年5月）」に
基づき、対象事業実施区域内に設置した風況観
測塔の異なった高さ2か所（高さA、高さB）の風
速観測値からべき指数を算出し、高さAの風速観
測値とべき指数から風車のハブ高さにおける風
速を算出しております。
風向については、IEC614000-11（JIS C 14000-
11　風力発電システム-11部：騒音測定方法）に
おいてパワーレベル測定に伴う騒音調査地点
（基準位置）は風車の風下に設置すると規定し
ているため、メーカーから提示されるパワーレ
ベルは風車から風下に向けて放射される値と
なっております。

11 04 騒音 -

立
蔵
委
員

風車の騒音について，予測地点（環境1〜環境9）にお
いて対象とする風車は，各地点ごとに1機だけでしょ
うか．例えば図10.1.1.3−3によると，環境1で対象と
している風車は2号機だけのように見えますが，図を
見る限りでは1号機も近いように見えます．環境1と1
号機の距離は，環境9と1号機の距離と同等もしくはそ
れより短いように見えます．ということは，環境1で
は1号機と2号機の両方から影響を受けることはないの
でしょうか．特に，1号機と2号機からの音の発生のタ
イミングによっては，環境1において1号機の音と2号
機の音が同相化されるといったことはないのでしょう
か．

図10.1.1.3−3における風車と調査地点（予測地
点）の距離はそれぞれの調査地点における風車
群のうち最短距離を示しています。施設の稼働
に伴う騒音レベル予測においてはすべての風車
からの騒音レベルの寄与値を合算（エネルギー
合成）し求めております。

12

05 低周波
音（超低周
波音を含
む。）

636

斎
藤
委
員

超低周波音については、人間の知覚閾値を下回るこ
と、他の騒音源と比べても低周波数領域の卓越は
見られず、健康影響との明らかな関連を示す知見は確
認されなかった。」と環境省の資料を引用して、本事
業の低周波音の影響がない評価をしています。しかし
ながら、同資料は「わずらわしさ（アノイアンス）を
増加させ、睡眠への影響のリスクを増加させる可能性
があることが示唆されている。」と述べています。風
車騒音は設置される地域の地形やその他の特性によっ
て影響を受けることは明らかです。超低温周波の影響
を軽視しているように思います。

「風力発電施設から発生する騒音に関する指針
について」（環境省　平成29年5月）において
『風力発電施設から発生する騒音に含まれる振
幅変調音や純音性成分等は、わずらわしさ（ア
ノイアンス）を増加させる傾向がある。』 、
『超低周波数領域の成分の音も含めた実験の結
果、周波数重み付け特性として A 特性音圧レベ
ルが音の大きさ（ラウドネス）の評価に適して
いる。』との記載から環境省の定める指針値を
基に評価しております。 

13
07 水質
（水の濁
り）

1576

秋
山
委
員

濁りに対する具体的保全措置ととらえました．前述の
通り，カエルの仲間には産卵するために水を求めて移
動する種があります．沈砂池にカエルが入らないよう
な方策を講ずるか，反対に常に水が溜まっている状態
とするかなどによって産卵後の幼生に対する配慮をご
検討ください．

ご指摘頂いた内容を踏まえ、検討いたします。

14
07 水質
（水の濁
り）

1576

秋
山
委
員

木の伐採量を低減することが記載されています．さら
に仮設及び管理道路などのルートも十分考え，特に希
少生物が残っている河川への濁水流入を低減できるよ
う流域保全を検討してください．

事業計画の策定に当たっては、土地の改変範囲
を最小限とすべく、既設林道を最大限利用する
計画とし、土地の所有者や林業施業者や道路管
理者との打合せを行い、仮設及び管理用道路に
よる改変量の削減を図れるよう取り組んでまい
りました。今後も適宜関係者からの情報収集を
進め、工事実施に向けた施工計画を立案してま
いりますので、その中でも更に河川への濁水の
影響を低減できるよう取り組んでまいります。
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15
07 水質
（水の濁
り）

1576

秋
山
委
員

降雨時の養生ですが，やらないよりやった方が良いか
と思いますが，近年の降雨でも効果がありますか？シ
ミュレーションなど検証されていますか？

風車敷地においては、作業敷地の外周に小堤を
築き、風車敷からの濁水が流れ出ることを制限
してまいります。また土の仮置き個所では、降
雨が想定される前までに土羽打ちを行い、濁水
の発生を抑制してまいります。これらは従来か
ら取っている対策ですが、強雨に対しても効果
があるものです。
近年の降雨量に対してですが、強雨の頻度が増
加している場所もありますので、静岡県林地開
発許可制度や静岡県盛土条例を順守するなどの
行政指導に適切に対応してまいります。

16
07 水質
（水の濁
り）

706

今
泉
委
員

浮遊物質量が増加すると評価された渓流について，何
らかの対策は行わないのか。

環境保全措置として、沈砂池を設けて排水され
る濁水濃度を緩和する、沈砂池排水口にふとん
籠を設置して、濁水を分散排水してより土壌浸
透を促す対策を取ります。なお、準備書作成前
にも、できる限り常時水流までの離隔が取れる
よう、排水方向の検討を実施しております。

17
07 水質
（水の濁
り）

652

斎
藤
委
員

10.1.2水環境　1.水質（水の濁り）の調査対象地域
が、「対象事業実施区域及びその周囲の河川とした」
とあり、「野守の池」は含まれていません。野守の池
はかつて大井川が流れていた河跡湖で重要な地形・地
質であり、自然景観資源であるので、水量や水質の対
象に加えたほうがよいと思います。

P653のとおり「野守の池」の集水域は、事業に
より影響を受ける対象事業実施区域を含まず、
沈砂池からの排水が到達しないので、水質調査
地点として選定しませんでした。

18
07 水質
（水の濁
り）

652-
707

中
村
委
員

同じく、調査地点の設定基準を明示してほしい。ま
た、2022年の台風１５号のような降雨や風力の場合を
想定した数値計算が必要ではないのか？

調査地点の設定につきましては、P393に示させ
ていただきました通り、対象事業実施区域をそ
の集水域に含む河川で、かつ、調査に必要な水
量が確保でき、降雨時に安全に調査が実施でき
るか所を選定しております。数値計算は現地調
査によるデータが必要ですが、令和4年台風第15
号接近時はもちろん、強雨時に河川での調査を
行うことは無謀であり、労働安全の観点から実
施できないことは理解いただきたいです。
環境影響評価の予測・評価におきましては、事
業の実施により、周辺環境への影響が発生する
恐れがある環境影響要素につきまして、事業者
がどのような環境保全措置を取ることにより、
環境影響を回避または低減できるかを検討する
ことが主眼であり、令和4年台風第15号のような
気象条件下では、事業実施の有無にかかわらず
河川の洪水は発生してしまいますので、そのよ
うな条件下でも環境保全措置の実施によって少
しでも本事業実施による影響は低減できるよう
努める所存です。

19
07 水質
（水の濁
り）

354

横
田
委
員

施設稼働後には水質について環境影響評価項目としな
いとありますが、法面緑化等土壌が安定するまでに時
間がかかるため、供用後についても水の流れや濁水等
について環境影響を評価する必要があるかと思いま
す。

河川への影響については、裸地に降った雨によ
る濁水の影響を想定しており、供用時は工事中
に比べて裸地の影響がかなり小さくなりますの
で、工事期間中の影響を見ることで供用時はそ
れよりも小さくなると判断しております。
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20
07 水質
（水の濁
り）

653
673

横
田
委
員

雨量観測地点である気象観測所の地点を示してくださ
い。菊川牧之原観測所以外に、三倉・春野観測所の
データが記載されていますが各地点の標高と風車設置
場所の標高はどれくらい異なるのでしょうか？連続し
て10mm/h以上の雨が降るのと降らないのとでは影響は
異なるかと思います。なぜ、降水量の少ない菊川観測
所の値を用いて影響評価を行ったのでしょうか。

地域気象観測所の位置、標高を別添資料№20に
示します。
風車設置位置の標高は470～730mです。
菊川牧之原の値を使用した理由として、菊川観
測所が現地から近いという考えから採用してお
ります。特に、対象事業実施区域の南側の道路
拡幅に伴って設置する沈砂池排水が河川への影
響を与えることからも、菊川牧ノ原観測地点の
値を採用しております。

21
07 水質
（水の濁
り）

654

横
田
委
員

晴天時及び降雨時の降雨状況、水質変化が理解しやす
いような図表等で示して頂くことは可能でしょうか？

菊川牧之原地域気象観測所の降水量と、降水時
調査の浮遊物質量及び流量の経時変化グラフを
別添資料№21に示します。

22
07 水質
（水の濁
り）

675

横
田
委
員

図を見ればわかることですが、沈砂池排水が流入され
る河川と水質調査地点番号、管理用道路番号等が分か
り易いように記載していただくことは可能でしょう
か。

第2章の改変区域図を再掲することになりますの
で、省略させていただきます。

23
07 水質
（水の濁
り）

706

横
田
委
員

水質6について最大の影響についての予測のため、実
際の水質は予測値よりも小さくなるとのことですが、
具体的にどの程度削減されると予測されているので
しょうか。また、水質３について、決してい小さくな
い濁水発生の影響をどのような対策を講じて低減させ
るのでしょうか。水質8については、実際本事業の影
響は2%の増加とされていますが、現状で濁水が発生し
やすい河川であると示されており、割合は小さくても
負荷量としては水質3よりも多くなっています。これ
についてはどのような低減対策を講じるのでしょう
か。

水質6については、管理道路付帯沈砂池19か所の
排水が同時に流入するとして予測を行っていま
す。道路拡幅工事を一度に行うことは無いの
で、19か所同時に流入することは無いと考えて
います。仮に6か所の同時流入として予測すると
67mg/L→81mg/Lと21%の増加になります。また、
予測においては発生した濁水が途中で全く土壌
浸透せずに全て河川に流入するとしていること
や、流出係数を1としていることで、河川への影
響はかなり多めに見積もっています。
水質3や水質8に対する影響については、排水口
付近に追加の土壌浸透対策を取ることにより、
河川への影響を低減させる計画です。

24

08 地形及
び地質（土
地の安定
性）

219以
降

今
泉
委
員

事業区域内には土砂災害警戒区域や砂防指定地等が存
在しますが，盛土・切土といった地形の改変とこれら
の指定地の位置関係が図面からはわかりません。両者
の位置関係を明確にしたうえで，必要な対策を講じる
べきではないでしょうか。
また，ここで土砂災害警戒区域や砂防指定地等が存在
することが示されていますが，それらの範囲内で事業
を行うことの影響や対策が，10.1.3では明示されてい
ません。

切り土、盛土につきましては2章の改変区域図に
示しております。
土砂災害警戒区域等での事業実施におきまして
は、林地開発許可制度等について静岡県関係部
署との事前協議を別途実施しております。な
お、環境影響評価図書で、その詳細を記載した
としても、記載と異なる対策を林地開発許可制
度の中で指摘されることもあり、環境影響評価
図書との齟齬が発生してしまいますので、現時
点での明示は控えさせていただきました。

4
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25

08 地形及
び地質（土
地の安定
性）

727

今
泉
委
員

5号機付近には地すべり地形が存在するということで
すが，安定していると判断する材料は何でしょうか。
ボーリング結果等も精査しながら安定性を議論すべき
ではないでしょうか。

準備書においては赤色立体地図による判読結果
を基に、5号機を設置する尾根には地すべり地形
がないことから安定していると判断しておりま
すが、今後実施する現地調査（ボーリング調査
を含む）を加味し、地すべりの規模、ブロック
構成、発生要因等の地形地質データを収集し、
引き続き5号機への影響を精査していく予定で
す。

26

08 地形及
び地質（土
地の安定
性）

729

今
泉
委
員

9号機付近に地すべりが存在する可能性があるとのこ
とですが，詳細に調査する必要があるのではないで
しょうか。

今後実施する現地調査（ボーリング調査を含
む）を加味し、地すべりの規模、ブロック構
成、発生要因等の地形地質データを収集し、引
き続き9号機への影響を精査していく予定です。

27

08 地形及
び地質（土
地の安定
性）

733

今
泉
委
員

12号機付近の地すべりに対して，排土工で対策をする
とありますが，それで充分な安定性が確保されるので
しょうか。安定解析をして確認する必要があるのでは
ないでしょうか。

排土工による地すべりの滑動力を低減すると共
に地すべり土塊下の安定した岩盤に風力発電機
の基礎を支持させる計画をしております。地す
べりの活動程度を現地の地形地質状況等から考
察し、現状の安全率の検討を行い、それを踏ま
えて12号機への影響を検討する予定です。

28

08 地形及
び地質（土
地の安定
性）

708-
751

中
村
委
員

地すべり地形が存在、転圧により低減とあるが、どの
程度の低減になると予測しているのか？これに関して
も、台風１５号のような災害級の事態が起こった場合
を想定した予測が必要ではないのか？

環境影響評価の予測・評価におきましては、事
業の実施により、周辺環境への影響が発生する
恐れがある環境影響要素につきまして、事業者
がどのような環境保全措置を取ることにより、
環境影響を回避または低減できるかを検討する
ことが主眼であり、令和4年台風第15号のような
気象条件下では、事業実施の有無にかかわらず
河川の洪水は発生してしまいますので、そのよ
うな条件下でも環境保全措置の実施によって少
しでも本事業実施による影響は低減できるよう
努める所存です。

29

08 地形及
び地質（土
地の安定
性）

710

森
下
委
員

ボーリング調査はコアボーリングを実施したので、そ
の旨を（ア）に明記してください。コアに関する記述
があるのでわかりますが、オールコアボーリングであ
るなら、その旨を明記してください。

本事業における調査ボーリングは、基本的には
標準貫入試験を実施したコアボーリングを実施
しております。
評価書には反映させていただきます。

30

08 地形及
び地質（土
地の安定
性）

709

森
下
委
員

f10〜f12とb01, b02の位置関係がよく見えません。
もっと大縮尺の地図、例えば31ページの図2.2-4(16)
改変区域及び緑化計画（詳細）などに記入してくださ
い。その際、その点の地表標高も添えてください。そ
して、別項で指摘するようにコア観察のクライテリア
を統一させ、適切な地質柱状図を描けば、12号機から
14号機の狭い地域での土地の安定性に関して、重要な
情報が得られると思います。

f10〜f12とb01, b02地点の拡大図を別添資料№
30に示します。
ボーリングコアの観察には複数の技術者が当
たっております。評価書において改めてクライ
テリアを統一すると共に、評価の統一された柱
状図へと更新いたします。なお、地質構造の連
続につきましては、事業計画策定の際に検討し
て利用する予定です。

5
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静岡県環境影響評価審査会委員からの意見等に対する事業者の見解
((仮称)ウインドパーク遠州東部風力発電事業　準備書) 資料３

31

08 地形及
び地質（土
地の安定
性）

711-
719

森
下
委
員

ボーリングコアの記載で、f11にのみ泥岩があること
になっています。その他のコアでは全て頁岩と記載さ
れています。1/16mm以下の粒度を持つ堆積岩の内、剥
離性があるかなどで泥岩と頁岩が区別される場合があ
りますが、風化も重なっていて混同しやすい他、地質
分野と土質工学分野では用法が異なるなど曖昧です。
本調査での泥岩と頁岩のクライテリア（判断基準）を
記してください。
また、711ページから719ページの記載を拝見すると、
地層境界の設定の仕方などに関して異なるクライテリ
アを持つ複数人により記載されたのではないかとの印
象を持ちます。かなりの労力を費やして実施したボー
リングですので、得られたコアから最大限の情報を引
き出すことが重要だと思います。要は、すべてのコア
を同一の基準で比べられることが重要だということで
す。

記述のとおりボーリングコアの観察には複数の
技術者が当たっております。技術者間の地質評
価における”目あわせ”行いクライテリアを統
一して、地質構成表（各地質の定義を記載）を
整理すると共に、評価の統一された柱状図にす
ることを検討し、結果については評価書にお示
しさせていただきます。

32

08 地形及
び地質（土
地の安定
性）

720-
722

森
下
委
員

複数の地質柱状図が得られた場合、本準備書のように
コア観察図の0mを揃えてそのまま並べるような作図は
不適切です。ボーリングの口元（地表）標高をコア記
載の0mとして、同一標高が横に並ぶようにしてくださ
い。そうすれば、地下の地質を立体的に表すことがで
きます。
本地域はプレートの沈み込みにより形成した付加体堆
積物のため、同時相の連続性は良くないと考えられま
すが、狭い範囲ではボーリングがない地点の地質をあ
る程度推定できるようになります。コアボーリングを
多数実施して費用と労力をかけているので、得られた
データを有効に活用するようにしてください。

当該ボーリング調査は、構造物の基礎を設置す
る個所の地質岩盤状況を直接把握すると共に、
近傍の道路切土の安定性検討に供する地質デー
タを得るなど比較的小範囲の調査を主眼として
いるため、ボーリング調査深度に対してボーリ
ング同士の水平方向の離隔がかなり大きな計画
となっております。
ボーリングが比較的近い範囲ではご指摘のとお
り地層の連続性を検討できる可能性があります
ので実施個所の標高を合せて比較するなど地質
分布を検討してまいります。予定個所のボーリ
ング調査は未だ完了しておりませんので準備書
での記載は変更いたしませんが、事業計画策定
の際や、林地開発に係る協議の際には、ボーリ
ング調査結果を連続させて得られたデータを有
効に活用するようにいたします。

33

10 動物
（重要な種
及び注目す
べき生息地
（海域を除
く。））

876

秋
山
委
員

表10.1.4-29の昆虫類の調査結果概要では，チョウ目
の主な確認種にツマグロキチョウとありますが，資-
55のNo.342のツマグロキチョウの項目には○がついて
いません．記載ミスだと思います．確認してくださ
い．他にもこの様な記載ミスがあるかもしれませんの
で確認をお願いします．

ツマグロキチョウについては、秋季の一般採集
調査時に確認されておりましたので、該当部分
に「○」を記載するようにいたします。
その他の部分についても確認するようにいたし
ます。

34

10 動物
（重要な種
及び注目す
べき生息地
（海域を除
く。））

1101

秋
山
委
員

可能な限り既存道路等を活用することでとあります
が，実際に建設する場所には道路がほとんどありませ
ん．道路のルートなどが環境を保全するためには重要
だと思います．特に場所によっては希少種が見つかっ
ている場所もあり，こういった場所に濁水が流れない
ようなルートを具体的に示してください．

対象事業実施区域の大半は国有林による林業施
業が営まれており、林業施業に必要となる林道
が多数設置されております。このため事業者と
いたしましては当該林道を把握し、国有林と林
業施業の状況を擦り合わせた上で、改変量の削
減を図るため既設林道の活用を含めた事業計画
を策定してまいりました。
準備書において道路等を含む事業計画をお示し
しておりますが、希少種の生育環境へ濁水が流
れ込むことで重大な影響を及ぼすといった予測
評価結果とはなっておりません。具体的な工事
個所等については引き続き検討を続けておりま
すので、検討結果について評価書にお示しする
とともに、濁水が流入しないよう、適切な環境
保全措置を実施してまいります。

6
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35

10 動物
（重要な種
及び注目す
べき生息地
（海域を除
く。））

1101

秋
山
委
員

アカザが見つかっているような場所ではよほどのこと
がない限り濁水が流れません．環境保全措置に書かれ
ている濁水の流出を防止する方法で，降雨時でも濁水
が入らないのでしょうか．そもそも濁水がでないよう
な措置をとるべきではないでしょうか．この部分につ
いても具体的な方策を示すべきです．

土地造成面積を可能な限り少なくすることによ
り、濁水の発生を最小限に抑える計画としてお
ります。一方で、改変を行う以上は濁水の発生
はやむを得ず一定程度生じるものと考えてお
り、準備書p2.2-33～35にお示ししておりますよ
うな沈砂池を必要に応じて設置することによ
り、降雨時においても濁水の流入は抑える措置
を取っております。

36

10 動物
（重要な種
及び注目す
べき生息地
（海域を除
く。））

1101

秋
山
委
員

切盛法面に種子散布・・・緑化を行う・・・とありま
すが，この種子が問題で外来種を入れないように注意
が必要です．国外外来種はもってのほかですが，国内
外来種でも持ち込まないようにしてください．可能な
限りとありますが必ずとしてください．また，具体的
に種は何を考えているか具体的に記載してください．
また，他地域から土砂の持ち込みはないのでしょう
か．これによっても外来種が入り込むことが予想され
ますので，持ち込みの有り無しをきちんと記載してく
ださい．

土地の造成に伴う切土及び盛土個所において
は、土砂の流失を防止するため緑化を行うこと
を考えております。この際に使用する緑化材に
つきましては国内産を使用する計画ですが、特
に自生している植物物への影響も回避できるよ
う、ご意見いただいた点に留意するとともに、
事前に専門家様等からの助言や管理者との協議
結果を踏まえ決めてまいります。
評価書において、緑化に使用する具体的な種を
記載いたします。なお、他地域からの土砂の持
ち込みはしない予定ですので、その旨を記載す
るようにいたします。

37

10 動物
（重要な種
及び注目す
べき生息地
（海域を除
く。））

1256
～
1259

秋
山
委
員

アズマヒキガエルやモリアオガエルの繁殖場所は特定
できているのでしょうか？沈砂池のような場所で湧水
がでるとかえって繁殖場所としてカエルが集まること
があります．一時的に水が溜まりそこで産卵した場合
その後に乾燥することで幼生が死んでしまいます．本
来産卵すべき所でない場所で産卵してしまうとこの様
な事が生じます．この辺りは考慮されていますか．

両種の卵塊や卵紐も確認されておりますので、
産卵場所については特定できたものと認識して
おります。ご指摘頂いたようなことがないよ
う、今後の工事計画の策定の際に留意するよう
にいたします。

38

10 動物
（重要な種
及び注目す
べき生息地
（海域を除
く。））

1262

秋
山
委
員

オツネントンボは一般的に池や湿地など水がある場所
を生息地としています．越冬の際には水辺から離れる
事があるようですが，今回見つかった場所はどの様な
場所でしょうか．地図からでは生息地の状況がわかり
ません．この場所に水があるのであれば，生息地を改
変しないように水辺の保全を検討すべきです．ここに
書いてあるような通り一辺倒な記載ではなく，具体的
な保全対策に対する影響予測をしてください．

今回、オツネントンボが確認された環境として
は、林道沿いの広葉樹林内となっております。
今回確認された位置としては上記の1箇所のみと
なっておりますが、ご指摘にあるように、水辺
環境への影響も考慮する必要があると考え、準
備書p10.1.4-511にお示ししておりますように、
濁水の流入による生息環境の悪化に係る予測評
価を行っております。

39

10 動物
（重要な種
及び注目す
べき生息地
（海域を除
く。））

1263

秋
山
委
員

ニホンカワトンボの生息地は清流です．今回の事業域
内で見つかっていますが，直接清流の周囲を改変する
のでしょうか．改変による影響予測の文章では，濁水
についての記載ばかりです．直接清流の改変をしない
のであれば，その旨を記載し影響がないことを示した
方が良いと思います．改変するのであればその影響予
測が必要です．

ニホンカワトンボについて、改変区域内での確
認はございませんでしたが、本種の生息するよ
うな水域を改変する予定は現状ございません。
ご指摘頂いた点を踏まえまして、評価書におい
て、予測評価の記載ぶりを精査いたします。

40

10 動物
（重要な種
及び注目す
べき生息地
（海域を除
く。））

1266

秋
山
委
員

ハチノコギセルは乾燥化によって激減しているようで
す．特に樹林と岩礫地の保全が重要である．生息場所
と改変区域からの距離や改変による生息地の乾燥化な
どの問題がある．これらについて具体的に示し，影響
予測すべきである．他の陸貝についても個々の生息環
境から影響評価すべき．

ハチノコギセルに関しては、改変区域からは離
れた場所での生息を確認をしており、事業によ
る乾燥化といった影響がないと考えております
が、他の陸産貝類も含め、評価書においては生
息環境からの観点を含めた記載といたします。

7
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41

10 動物
（重要な種
及び注目す
べき生息地
（海域を除
く。））

1273

秋
山
委
員

今回確認された魚類の中で最も影響の可能性が高いの
はアカザである．アカザは極端に濁水を嫌う．特に濁
水後のシルトなどの堆積によって生息できなくなる．
体表が粘液に包まれていることから濁水による無機懸
濁物が付着する．従って，アカザが生息している河川
はかなりの降雨があっても濁りが出ない場所である．
ここでは通り一辺倒に濁水の流入をさける事が書いて
あるが，具体的方策が示されていない．特に5個体採
捕されている河川では生息密度も高いことから流域の
保全を考えるべきである．流域の表土に大量の雨水が
流れないような措置を講じるなど具体的な方策を記載
してもらいたい．

水質に係る予測結果のうち、アカザが確認され
た地点に該当するものとしては、水質3及び水質
8になるかと思料いたします。水質3では浮遊物
質の増加量としては21％、水質8の増加量として
は2％となっており、本事業の影響によりいずれ
も浮遊物質量が増加する結果となっておりまし
た。一方で、水質8では事前の状態でも200mg/L
という結果となっており、この状態でもアカザ
が生息可能であることを踏まえますと、水質3が
位置している河川では、流入による影響は小さ
いものと考えております。また、水質8に関して
も、その増加量は2％であること、実際の管理道
の拡幅作業は一斉に行われるものではなく、順
を追って施工されるものとなることから、影響
は低減出来ているものと考えております。
ご指摘を踏まえ、評価書において、予測評価の
内容について精査いたします。

42

10 動物
（重要な種
及び注目す
べき生息地
（海域を除
く。））

1559

秋
山
委
員

環境の保全のための措置ですが，個々の種の項目と同
じようなことが記載されていますが，基本的な考え方
は間違っていませんが，個々の生物によって保全措置
が異なります．ヒキガエルの産卵の項目にも記載しま
したが，カエルの仲間は水があるとそこに集まる事が
あります．一時的な雨水の水たまりができることでそ
こに産卵してしまうことも考えられます．道路も具体
的に希少なアカザなどが生息している河川流域にかか
らないようなルートを設定するなど具体的な方策を考
えてもらいたいです．法面の種子散布は必ず国内外外
来種ではない種として下さい．これは基本的考え方に
記載すべきと思います．

ご指摘頂きましたように、個々の生物によっ
て、環境保全措置の内容は一様にはならないと
認識しております。一方で、類似した環境に生
息する種や、似通った生態的特性を持つ種につ
いては、同様の環境保全措置により、影響を回
避または低減できるものと考えております。
ご指摘頂いた内容を踏まえ、環境保全措置の内
容について精査するようにいたします。

43

10 動物
（重要な種
及び注目す
べき生息地
（海域を除
く。））

1577

秋
山
委
員

動物に関わる環境保全措置とされていますが，動物で
も鳥，昆虫，魚類，哺乳類など様々ですし，昆虫では
生息環境が著しく異なります．動物群に分けて保全措
置を考えるべきではないでしょうか．

準備書p10.2-19(1577)にお示ししております環
境保全措置については、造成等の施工による一
時的な影響に注視した環境保全措置をまとめて
記載した部分になります。ご指摘にありますよ
うに、各項目において適用されるべき環境保全
措置は異なってくるものと認識しております。
適宜、お示しししております内容から、各項目
に合致する環境保全措置を実施してまいりま
す。

44

10 動物
（重要な種
及び注目す
べき生息地
（海域を除
く。））

1594
1595
1598

秋
山
委
員

魚類やキセルガイなど大きな移動ができない動物につ
いても生息環境が変化していないことや，公示後も生
息していることを調査すべきではないでしょうか．

魚類及び陸産貝類については、現地調査の結果
及び環境保全措置の内容を踏まえた予測評価の
結果からも、本事業による影響は小さい、もし
くは、低減できているものと考えており、現時
点では事後調査の実施は検討しておりません。

8
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45

10 動物
（重要な種
及び注目す
べき生息地
（海域を除
く。））

1632

秋
山
委
員

白光川への影響が14％とあります．今回の調査でアカ
ザの生息密度が最も高かったのが白光川です．この
14％がどの程度かわかりませんが，管理道路のルート
を再考できないでしょうか．できれば白密川の流域の
改変をさけるか，さけられない場合には濁水の流入を
限りなく0に近づけるべきと思います．

管理用道路の計画に際しましては、当該範囲に
おける既設林道の有無を確認し、林道の管理者
や地権者との打合せを行い、相互に理解できる
道路計画としております。当該地においては、
当該林道以外に林道の存在は無く、新たに管理
用道路を設置すると環境負荷を増加させてしま
うことから、当該道路を使用する計画といたし
ました。
今般の環境影響評価では、河川に流入する沈砂
池が受け持つ改変が同時に行われ、かつそのす
べての改変により、改変場所が裸地となり、裸
地への降雨が全く浸透せず流出した場合の予測
をしております。この影響を低減するため、多
くの箇所で同時に工事を実施しない、沈砂池排
水と常時水流が離隔を取れるよう排水方向を検
討する、大雨が予測される場合に裸地を養生す
ると言った対策を検討し、環境影響を低減でき
るよう努めます。
今後、工事施工計画の策定において、工事工程
の調整等を行い当該影響の懸念される個所の同
時施工を回避するなどに取組みます。特に白光
川の常時水流に到達すると予測された個所にお
いては、上記対策を重視してまいります。

46

10 動物
（重要な種
及び注目す
べき生息地
（海域を除
く。））

1117-

岡
田
委
員

鳥類の予測衝突数の計算に関して、計算式が成り立つ
個体数（観測時間等）の範囲を教えてください。希少
種であり個体数が極めて少ない場合に、どの程度正確
に予測できるのでしょうか。

風車の立地などにより通過する鳥類の種類に違
いがあります。ただ、計算式としては、通過し
た個体数からの計算であり、事後調査による衝
突事例との関係から計算の正確性が判断される
と考えますが、その事例がまだ、少ないためど
の程度正確かは、不明な部分となります。な
お、鳥類の大きさ（翼開張など）から計算する
ことから、翼の小さい小鳥類では、50羽以上で
ないと、予測数として示すレベルではないと考
えています。

47

10 動物
（重要な種
及び注目す
べき生息地
（海域を除
く。））

-

岡
田
委
員

騒音による生息環境の悪化について、予測を行った全
ての動物種について「騒音は工事中の一時的なもので
あることから騒音による生息環境への影響は小さいも
のと予測する。さらに、環境保全措置として工事に当
たっては、可能な限り低騒音型の建設機械を使用する
ことから、騒音による生息環境の悪化の影響を低減で
きるものと予測する。」とあります。騒音による影響
は小さいものと予測される根拠を具体的に教えてくだ
さい。また、低騒音型の建設機械に関して、通常の機
械に比べてどの程度騒音を抑えられるのか、それに
よって動物への影響がどの程度低減されるのかを教え
てください。

騒音による影響については、鳥類の猛禽類の予
測にクマタカの事例を記載しておりますが、小
鳥類に関しては、そのような事例はございませ
ん。低騒音型の建設機械については、従来の建
設機械と比較した場合に国土交通省が定めた騒
音基準を下回るものとなっております。その結
果、動物への影響がどの程度低減されるかにつ
いては、調べられたことはないと思いますが、
従来型よりも低騒音の機械を利用することで、
低減されていると考えております。

48

10 動物
（重要な種
及び注目す
べき生息地
（海域を除
く。））

1389

岡
田
委
員

重要な植物について、移植を計画している種がありま
す。これらの種について、移植の成功率（定着率）に
関するこれまでのデータはあるのでしょうか。

種の生育する地域や環境によって、異なること
になりますが、参考となるデータは、いくつか
の種において発表されております。
例として、改変区域に重なっている4種について
記載します。
・カギガタアオイ：20～80％（別種のヒメカン
アオイの事例）
　「道路環境影響評価の技術手法（別冊　事例
集　動物、植物、生態系）」（国土技術政策総
合研究所資料　第393-395号）
・ムギラン：100％
　「長安口ダム改造事業における貴重植物への
配慮について」（那賀川河川事務所）
・エンシュウムヨウラン：30～100％（別種のム
ヨウランとウスギムヨウランでの移植成功事
例）
　「移植困難種であるムヨウラン属の移植成功
事例について」（新谷大吾）
・タチキランソウ：約25％
　「一般国道474号　三遠南信自動車道青崩峠道
路　事後調査報告書」（国土交通省中部地方整
備局、令和2年）

9
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49

10 動物
（重要な種
及び注目す
べき生息地
（海域を除
く。））

1275

岡
田
委
員

バードストライク、バットストライクの有無を確認す
るための事後調査を行うということですが、もしこれ
らの発生が確認された場合、どのような環境保全措置
が可能なのですか。例を挙げて教えてください。

鳥類については、鳥類からの視認性を高めるた
め、ブレード部への塗色やタワー部への目玉模
様などの貼付、コウモリ類については、忌避す
るような超音波を発する装置の設置などが試さ
れています。
別添資料を審査会に用意いたします。

50

10 動物
（重要な種
及び注目す
べき生息地
（海域を除
く。））

343

岡
田
委
員

方法書に対する静岡県知事意見として、「動物の中に
は爬虫類、両生類、昆虫類など、春夏と冬で生息場所
を変える変温動物がいることから、工事を行う場合に
は、これらの動物への影響を回避するように配慮する
こと。」とありました。準備書において、この点をど
のように考慮したのかを教えてください。

現地調査においては、哺乳類の冬季調査の際に
補足的に確認を実施しました。工事に伴うよう
な場所での確認はなかったことから、準備書に
おいて記載はしておりませんでした。影響のあ
る場所という点では、回避していると考えてお
り、評価書においては、記載に追加いたしま
す。

51

10 動物
（重要な種
及び注目す
べき生息地
（海域を除
く。））

1595

小
泉
委
員

「状況に応じてさらなる効果的な環境保全措置を講じ
ることとする」とありますが、施設稼働後のバットス
トライクに対しては現在有効な防止策がありませんの
で、関連する情報を継続して収集してください。

バットストライクに係る知見については、引き
続き収集に努めてまいります。

52

10 動物
（重要な種
及び注目す
べき生息地
（海域を除
く。））

752-
1293

中
村
委
員

動物への環境予測だが、影響予測が動物群ごとにほぼ
全てコピー＆ペースト。同じ動物群でも生活史などは
異なる。また、「悪化の影響を低減できると予測」と
あるが、それぞれの対策を施すことで、対策を施さな
い時に比べてどれくらいの低減になるのか、しっかり
と数値で予測していただくことはできないのか？

本事業地については、現地調査の結果、対象事
業実施区域内の多くを針葉樹林や広葉樹林が占
めており、似通った環境が広がっておりまし
た。各種の生息環境が改変されるかどうかと
いった点からの予測評価を行っておりますの
で、似通った予測評価とはなっておりますが、
内容については妥当であると考えております。
予測に係る低減度合いの数値化についてです
が、確立された数値化する手法がないのが現状
であると思料いたします。数値化できるものと
しては、それぞれの環境がどの程度減少するの
かといった減少率や、鳥類の項目でお示しして
おります年間予測衝突数といったものになるか
と考えております。

53

10 動物
（重要な種
及び注目す
べき生息地
（海域を除
く。））

752-
1293

中
村
委
員

環境影響評価を行った調査地の設定基準がわからな
い。風力発電機の設置予定地との関係も含めて、明確
にしてほしい。

調査地点の設定基準としては、現地の状況を踏
まえ、当該地域における環境を可能な限り網羅
するように設定した他、猛禽類や渡り鳥の調査
地点に関しては、視野が確保できるかどうかと
いった点を考慮して設定しております。
動物に係る各調査地点の設定根拠については、
準備書P8.2-49(408)～8.2-56(415)にも記載して
おります。

54

10 動物
（重要な種
及び注目す
べき生息地
（海域を除
く。））

15

坂
東
委
員

バードストライクを防止するには被捕食者を呼び込ま
ないことが大事で、風車設置場所や周辺500メートル
はコンクリート等で固め、緑化しないでください。た
とえば、草地を作るとクマタカのエサとなるウサギな
どを呼び込み、クマタカが飛来してバードストライク
が起きる恐れが高まります。

風力発電機の設置に伴う造成は100ｍ程度になる
と想定しており、周囲500mまでの造成は、改変
区域の増加に伴う生息環境への影響の増大等が
考えられるかと思料いたします。
風力発電機のヤード部に関しては、砂利敷きに
するといった、クマタカの餌種が利用できない
ような環境を創出する等、環境保全措置を検討
いたします。

10
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55

10 動物
（重要な種
及び注目す
べき生息地
（海域を除
く。））

16

坂
東
委
員

改変予定地で、猛禽類の営巣木になる可能性のある大
径木はないですか。

現地調査の結果、改変区域周辺では、営巣木に
なるような大径木は存在しますが、改変区域の
立地が、猛禽類の営巣地に重なるようなとこ
ろ、特にクマタカとは重複しないと考えており
ます。

56

10 動物
（重要な種
及び注目す
べき生息地
（海域を除
く。））

419

坂
東
委
員

鳥類の任意観察調査において、八高山山頂東側の改変
区域に調査地点や踏査ルートが設けられていなかった
のはなぜですか。

調査地点及び踏査ルートについては、現地の状
況も踏まえ、設定しております。ご指摘頂いた
箇所については、斜面の勾配が大きく、調査員
の安全面を考慮した結果、調査地点や踏査ルー
トを設定しておりませんでした。

57

10 動物
（重要な種
及び注目す
べき生息地
（海域を除
く。））

420

坂
東
委
員

6号機から9号機を建設予定の改変エリアに、鳥類調査
のラインセンサスルートが設けられていないのはなぜ
ですか。

対象事業実施区域内の環境については、針葉樹
林が多くを占めており、一部に広葉樹林が存在
するといった、似通った環境が広がっておりま
した。6号機から9号機にかけては、針葉樹林が
広がっておりますが、同様の環境でもラインセ
ンサス調査は実施できていることからも、同一
環境における鳥類の生息状況は把握できると考
えたことから、設定しておりませんでした。

58

10 動物
（重要な種
及び注目す
べき生息地
（海域を除
く。））

841

坂
東
委
員

ページ84１、843、845の注４によると、環境省の「モ
ニタリングサイト1000森林・草原の鳥類調査ガイド
ブック」の調査手法に合わせるためとして、現地調査
結果に手を加えています。しかし、例えば、同じ１羽
が調査地点に４５分間いた場合、どこの１０分をとっ
ても結果は１であるはずですが、この方法だと0.2に
なってしまうのではありませんか。

調査としては、45分間内で確認した個体である
ので、10分に換算すると、0.2222になると考え
で、計算しております。

59

10 動物
（重要な種
及び注目す
べき生息地
（海域を除
く。））

927

坂
東
委
員

ノビタキは繁殖確認はなく、渡り個体のみの確認です
か。

ノビタキについては、渡り個体と考えられるも
のの他、一般鳥類調査でも確認されております
が、繁殖に関しては確認されておりません。

60

10 動物
（重要な種
及び注目す
べき生息地
（海域を除
く。））

933

坂
東
委
員

改変区域とされていない事業区域内の搬入道路での伐
採や拡幅工事は全く行われないのですか。ウズラは道
路近くでの確認ですが、資材搬入で道路が頻繫に利用
される時期の安全を確保できるよう、車両の走行に充
分気を付けてください。

改変区域外に関しては、対象事業実施区域内で
あっても伐採や拡幅工事は実施いたしません。
工事車両の通行の際には、ご指摘頂いた点につ
いて留意するようにいたします。

61

10 動物
（重要な種
及び注目す
べき生息地
（海域を除
く。））

961

坂
東
委
員

一般鳥類調査でのクマタカのトレースは、衝突確率算
出の際に加えられていますか。

年間予測衝突数の算出に当たっては、調査地点
からの視野や、各調査地点における調査時間等
の情報が必要になります。一般鳥類調査では、
主に歩きながらの確認となるため、算出に必要
な情報が得られません。そのため、一般鳥類調
査の結果によるクマタカのトレースについて
は、年間予測衝突数の算出には用いておりませ
ん。

11
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62

10 動物
（重要な種
及び注目す
べき生息地
（海域を除
く。））

966

坂
東
委
員

クマタカの行動圏が営巣推定範囲の端から1.5㎞とし
ても、トレースが地形や樹木により見えなくなったと
ころを範囲の外としている調査結果で判定してよいの
か不安が残ります。安全側に立てば、2020年の■■■
■ペアの行動圏には少なくとも8号機と9号機が、2021
年の■■■■ペアには6号機が、■■ペアには3号機が
含まれるのではないでしょうか。

準備書については、調査結果からの範囲として
示しております。飛翔の状況については、年毎
に変化が見られ、その行動圏にも違いが現れて
おります。評価書においては、継続している調
査結果も踏まえて解析を行い、必要があれば保
全措置の検討をいたします。

63

10 動物
（重要な種
及び注目す
べき生息地
（海域を除
く。））

1022

坂
東
委
員

希少猛禽類調査の飛翔経路図が年ごとの表示ですが、
2022年の調査は1月と2月のみです。年ごとの実施月も
記載すべきです。また、2021年からは調査員が倍に
なっており、データ量が多くなっているはずで、その
旨も書いておくべきだと思います。

2022年の調査について、準備書では2月までの結
果を取り込んだものとしておりますが、その後
も継続して調査を実施しております。評価書で
は、その結果も踏まえた図面を掲載させて頂く
とともに、実施月が分かるよう記載いたしま
す。
調査員の増加については、ご指摘を踏まえ記載
するようにいたします。

64

10 動物
（重要な種
及び注目す
べき生息地
（海域を除
く。））

1025

坂
東
委
員

ミサゴは改変区域内の高度Ｍでも確認されています
が、尾根を越えて行き来している可能性はないです
か。2020年3月現在、日本でバードストライクが確認
された猛禽類のデータでは7羽とあり、少なくはない
ので調査でわかったことがあればおしえてください。

ミサゴについては、一部の個体は尾根を越えて
いると考えております。しかしながら、主に大
井川沿いを飛翔する個体に関しては、川沿いで
の探餌、移動を繰り返していると推察しており
ます。

65

10 動物
（重要な種
及び注目す
べき生息地
（海域を除
く。））

1048

坂
東
委
員

春の渡り期間は48％、秋の渡り期間は57％の鳥類が高
度Ｍを飛んでいることがわかったとのことでした。衝
突確率重視で判断せず、生物多様性保全の側に立っ
て、特に渡りルート上にある6～15号機の風力発電機
の稼働を休む等、運転計画の中で工夫できることはな
いですか。

渡り鳥に関しては、事後調査の実施も検討して
いるところになります。その結果を踏まえてに
はなりますが、例えば、渡りが集中する時期に
おける稼働制限といったものも視野に入れなが
ら、検討していく必要があると考えておりま
す。

66

10 動物
（重要な種
及び注目す
べき生息地
（海域を除
く。））

1118

坂
東
委
員

年間予測衝突数がいくつなら影響を回避できると評価
できるのか、安全値の考え方の根拠を示してくださ
い。

年間予測衝突数の目安について、猛禽類では、
風力発電機の耐用年数が20年であることを踏ま
え、事業を実施している期間中に1個体衝突する
かどうかという点で考えますと、安全側にたっ
た場合、0.05という値が1つの目安になってくる
ものと考えております。

67

10 動物
（重要な種
及び注目す
べき生息地
（海域を除
く。））

1124

坂
東
委
員

回避率はとても高い印象ですが、現在の環境影響評価
では、この文献を採用するのがスタンダードなのです
か。

回避率に関する文献については、常々最新の知
見の収集を行っておりますが、現状としてはお
示ししております文献を用いての算出がスタン
ダードなものであると認識しております。

68

10 動物
（重要な種
及び注目す
べき生息地
（海域を除
く。））

1130

坂
東
委
員

ミゾゴイの改変区域内での確認はないということです
が、1018、1020、1021ページの拡大確認位置図を見る
と、改変区域から100メートル以内が6ヶ所あります。
工事時期の検討等、繁殖への配慮が必要と思われま
す。

ミゾゴイについては、「ミゾゴイの保護の進め
方（案）」（環境省自然環境局野生生物課、平
成29年）では、営巣地は谷地形であることが多
く、川や沢といったものが存在する湿潤な環境
であるとされております。改変区域は主に尾根
部に位置しており、ミゾゴイの繁殖に適した環
境ではないことから、改変区域に近い箇所で一
部確認はされているものの、影響は小さいもの
であると考えております。

12



No.
環境要素
の区分

ページ 意見元 意見等 事業者の見解

静岡県環境影響評価審査会委員からの意見等に対する事業者の見解
((仮称)ウインドパーク遠州東部風力発電事業　準備書) 資料３

69

10 動物
（重要な種
及び注目す
べき生息地
（海域を除
く。））

1132

坂
東
委
員

夜行性のヨタカはブレードの回転範囲の高度を飛翔し
て採餌する可能性があるとのことですが、夜間に稼働
している発電機を視認できるのでしょうか。「風力発
電機の周辺には迂回可能な空間が確保されている」こ
とが、ブレード等への接触の可能性が小さいものと予
測できるとは言えないのではありませんか。

ヨタカに関しては、ブレードの回転域を飛翔す
る可能性はあると考えております。ただ、伐採
地など開けた上空や山腹の樹冠部での餌取りな
どを確認しており、風力発電機の設置するよう
な主稜線での行動は少ないと推測しておりま
す。

70

10 動物
（重要な種
及び注目す
べき生息地
（海域を除
く。））

1160

坂
東
委
員

クマタカ以外の希少猛禽類の繁殖確認についてはどう
なっていますか。たとえば、サシバの改変区域内での
確認は２２８回とのことですが、営巣は確認されてい
ますか。営巣場所やその近くでの工事では、工期の検
討や調査の継続など対策は講じられるのでしょうか。

クマタカ以外の猛禽類では、サシバの繁殖行動
を確認しておりますが、改変区域からは離れた
場所での確認でした。管理用道路からも離れて
おります。

71

10 動物
（重要な種
及び注目す
べき生息地
（海域を除
く。））

1161

坂
東
委
員

重要な鳥類への影響予測(サシバ)の表で、令和２年の
環境省モデルの合計が誤りです。

ご指摘の点について、注釈でも記載しておりま
すが、合計値については四捨五入をしたものと
なっており、お示ししております値が正しいも
のとなっております。

72

10 動物
（重要な種
及び注目す
べき生息地
（海域を除
く。））

1166

坂
東
委
員

ペアの生息数しか書かれていないませんが、事業区域
内に生息する幼鳥も記載すべきです。算出した年間予
測衝突数（の合計）をペア数で序すというのは、1119
ページからの各モデルの説明にはなく、なぜこのよう
な論理が成り立つのでしょうか。事業実施区域内のリ
スクをならしてしまえば、どこがクマタカにとって特
に重要で、生息に危険があるかを判断することができ
なくなるのではありませんか。

ご指摘を踏まえ、幼鳥については評価書におい
て記載するようにいたします。
年間予測衝突数におけるペア数で除すという考
え方については、年間予測衝突数のモデルの1つ
である由井モデルを考案された県外の専門家か
らのコメントを受けて記載したものとなりま
す。同氏からは、国内におけるクマタカの繁殖
率とイヌワシの事例をもとに、ペア数で除した
値が0.05を下回れば、20年に1回片親が衝突した
場合でもなんとか地域の個体群を維持できると
のコメントを頂いております。

73

10 動物
（重要な種
及び注目す
べき生息地
（海域を除
く。））

1167

坂
東
委
員

8ペアで序していますが、示されている発電機ごとの
衝突確率は、そこに何羽のクマタカが生息していて
も、それぞれの個体にとってはその確率そのものが該
当するわけです。どの鳥かはわからないけれども、そ
の風力発電機に鳥が衝突する確率としてみればよく、
鳥の数が増えたから確率が下がるとするのは誤りで、
家族が３でも２でも、その風力発電機に鳥が衝突する
確率は調査データに基づいて計算されたのですから同
じはずです。そもそも、生息に適したよい場所にたく
さん鳥が集まってきて、個体数が増えれば衝突確率も
上がり、それが問題だからそこは回避するべきととら
えるのが環境影響評価の在り方ではないでしょうか。
希少猛禽類保護の視点に立って考えるべきなのは、種
の保存法で国内希少野生動物に指定されているクマタ
カが多く生息する重要な場所の安全性です。事業実施
エリア内の風力発電機の衝突確率を合計した数値は、
他の種と比べると突出して高くなっています。さらな
る回避策の検討を求めます。

ご指摘の点についてですが、クマタカの年間予
測衝突数の算出結果から、準備書p2.1-6(7)にお
示ししておりますように、値の高いメッシュへ
の風力発電機の設置を避けるよう、事業計画を
変更、影響の低減に努めております。
また、各風力発電機毎での年間予測衝突数の値
としてはNo.54で回答させて頂いた安全側に立っ
た目安である0.05を下回るものが多くなってお
り、局所的に見た場合でも、実行可能な範囲で
影響は低減できているものと考えております。
さらに、No.60で回答させて頂いた県外の専門家
からのコメントを踏まえますと、この地域に生
息する個体群への影響は低減出来ているものと
現時点では考えております。
一方で、クマタカの風力発電機への知見は少な
いものとなっており、お示しさせて頂いた予測
評価の結果については不確実性が伴うことか
ら、事後調査の実施を検討しております。
その結果を踏まえ、必要に応じてさらなる環境
保全措置を検討してまいります。

13
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74

10 動物
（重要な種
及び注目す
べき生息地
（海域を除
く。））

1175

坂
東
委
員

ブッポウソウやヤイロチョウは対象事業区域での確認
はありませんが、確認地点が区域に近いので、工事
中、事後調査等で区域内で確認された場合、適切な配
慮をお願いしたいです。

ご意見頂いた点について、留意いたします。

75

10 動物
（重要な種
及び注目す
べき生息地
（海域を除
く。））

1192

坂
東
委
員

検討会でも出されていましたが、夜間の渡りへの衝突
危惧は、どのように回避や低減できますか。

夜間の渡りについては、多くは高高度に飛翔の
ピークがあることから、衝突の可能性は低いと
考えています。
渡り鳥に関しては、事後調査を検討しておりま
すので、その結果から、重大な影響が出た際に
は、風車の稼働を一旦停止し、原因と対策等に
ついて専門家の助言を得た上で対応することを
検討してまいります。

76

10 動物
（重要な種
及び注目す
べき生息地
（海域を除
く。））

1193

坂
東
委
員

サシバ、ハチクマの主要な渡りルート上にあるウイン
ドファームでの事例が挙げていますが、飛翔経路の変
更を余儀なくされた鳥類のエネルギーロスや繁殖率へ
の影響については触れられていません。そのような事
例も示していただきたいです。

飛翔経路の変更に伴うエネルギーロスについ
て、「風力発電等導入支援事業/環境アセスメン
ト調査早期実施実証事業/環境アセスメント迅速
化研究開発事業 既設風力発電施設等における環
境影響実態把握Ⅰ報告書」（国立研究開発法人 
新エネルギー・産業技術総合開発機構、平成30
年）では、サシバ及びハチクマの渡り時におけ
る風力発電機迂回に伴うエネルギー的・時間的
ロスに関する試算結果が示されております。こ
の内容を踏まえ、両種の風力発電機迂回による
エネルギー的損失、時間的損失に対する影響は
軽微であると考えております。対象事業実施区
域付近でも、南北にかなりの幅をもったルート
になっていると推測しており、上記の内容を踏
まえ、経路の変更に伴うロスは少ないものと考
えております。また、繁殖率への影響について
は、報告書としては、出されていませんが、サ
シバやハチクマの繁殖率が、風力発電機の稼働
に伴い下がったという事例はないと聞いていま
す。

77

10 動物
（重要な種
及び注目す
べき生息地
（海域を除
く。））

1588

坂
東
委
員

風力発電機の配置計画の変更によりクマタカへの影響
低減を図っても予測の不確実性があるわけですが、そ
のことが動物に係る環境保全措置の項目に記載されて
いないのはわかりにくいです。1117ページの環境影響
要因で抽出された項目に対応した内容になっていませ
ん。

ご指摘の点について、評価書において環境保全
措置に追記するようにいたします。

78

10 動物
（重要な種
及び注目す
べき生息地
（海域を除
く。））

1594

坂
東
委
員

状況に応じてさらなる効果的な環境保全措置を講ずる
とは、どのように内容を想定しているのですか。その
際、専門家の助言を受ける等の対応が望ましいので、
その旨追記してください。

追加で検討する具体的な環境保全措置について
は、今後の事後調査の結果を踏まえての検討に
はなってまいりますが、検討する際には、準備
書p10.3-2(1594)に記載しておりますように、専
門家等からの助言、指導を頂くようにいたしま
す。

79

10 動物
（重要な種
及び注目す
べき生息地
（海域を除
く。））

1595

坂
東
委
員

被害個体の発見から不明種の確認、新たな保全措置を
講じるかの判断までの所要時間はどのくらいを想定し
ていますか。

種の同定などには一ヶ月程度、重要性が高けれ
ば、すぐにも専門家への意見聴取は、実施する
ことを考えております。

14
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80

10 動物
（重要な種
及び注目す
べき生息地
（海域を除
く。））

1598

坂
東
委
員

影響を受ける可能性があるクマタカペアの生息状況に
注視する必要があるので、「猛禽類保護の進め方」に
あるように、開発事業の実施中から完了後４～5年は
モニタリング調査を継続するべきです。さらにその
データは、今後の種の保全に生かせるような形にして
公開してほしいと思います。

ご指摘の点を踏まえ、事後調査の実施期間につ
いては検討いたします。

81

10 動物
（重要な種
及び注目す
べき生息地
（海域を除
く。））

-

坂
東
委
員

検討会資料によると■■■■ペアの２０２０年、２０
２１年の営巣推定範囲の中心から半径１キロには風力
発電機が含まれています。「猛禽類保護の進め方」に
よれば、これは配置の再検討の対象になります。この
ペアの２０２１年のディスプレイの飛翔経路から、高
利用域が風力発電機側に延びていると判断できるので
はないですか。

２０２０年、２０２１年での飛翔状況を見る
と、繁殖には至っておらず、ペアは確認できる
ものの、巣を作り始めているかが、不透明な部
分がございます。営巣推定範囲については、植
生と航空写真の情報から推測した範囲であり、
不確定な部分があると考えています。ご指摘の
高利用域について、風力発電機設置付近が接す
る可能性はあると考えています。

82

10 動物
（重要な種
及び注目す
べき生息地
（海域を除
く。））

-

坂
東
委
員

現地視察の折、２０２２年度もクマタカの繁殖状況調
査を継続していただいて、あらたな調査結果も判明し
ていると伺いました。審査会への情報提供をお願いし
ます。

継続して実施した調査の結果について、改めて
報告させて頂きます。

83

10 動物
（重要な種
及び注目す
べき生息地
（海域を除
く。））

-

坂
東
委
員

事業者さんが三重県の青山高原で行っている風力発電
事業で、稼働後のクマタカへの影響について、参照で
きる調査データはありませんか。

事業者が青山高原で稼働している風力発電設備
については、現在の法アセスに移行する以前の
案件であり、県の環境影響評価条例に基づき対
応をしております。当該条例やその審査におい
ては稼働後の調査や県への報告を求められてお
りませんが、事業者は自主的に現地出向の都度
（定期巡視や点検で風車サイトを訪れる際に
は、次の内容について確認をしております。
（風車敷地における鳥等の死骸の有無や死骸が
あった場合にはブレード等への衝突の形跡の有
無等の確認）

84

10 動物
（重要な種
及び注目す
べき生息地
（海域を除
く。））

112

吉
﨑
委
員

風力発電機の設置位置のほぼすべてが鳥獣保護区内に
あるが、この点に関する事業者の見解を示していただ
きたい。

風力発電機の配置造成計画の具体化に伴い、ク
マタカを対象に、特に年間予測衝突数の値が高
い結果となった風力発電機の配置を変更してお
ります。その結果、猛禽類及び渡り鳥のブレー
ド等への接触の可能性を低減できたものと考え
ております。また、風力発電機の配置変更に伴
い、搬入路等を含めた改変区域についても再検
討しておりますが、その際にも、既存道路や林
道等の利用により、改変面積を可能な限り減少
させた計画としており、生息地・生育地保護の
観点からも本事業による影響を可能な限り低減
できているものと考えております。
今後、環境影響評価の検討過程や検討結果を踏
まえ、改めて静岡県の所管課に説明させていた
だきます。

15
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85

10 動物
（重要な種
及び注目す
べき生息地
（海域を除
く。））

1016

吉
﨑
委
員

ミゾゴイの記述において、改変区域内での確認はな
かったと記述されているが、管理用道路の近傍では確
認されており、「改変区域内には確認されなかった
が、改変区域近傍での確認はあった。」と認識すべき
ではないでしょうか？事業者としての見解をお聞かせ
いただきたい。

ご指摘のとおり、ミゾゴイについては改変区域
の付近でも確認されております。ミゾゴイにつ
いては、「ミゾゴイの保護の進め方（案）」
（環境省自然環境局野生生物課、平成29年）で
は、営巣地は谷地形であることが多く、川や沢
といったものが存在する湿潤な環境であるとさ
れております。改変区域は主に尾根部に位置し
ており、ミゾゴイの繁殖に適した環境ではない
ことから、改変区域に近い箇所で一部確認はさ
れているものの、影響は小さいものであると考
えております。

86

10 動物
（重要な種
及び注目す
べき生息地
（海域を除
く。））

1130

吉
﨑
委
員

ミゾゴイの予測に関して、1017－1021ページの確認位
置図では、発電機の設置位置と管理用道路との関係は
わかるが、植生や樹林分布との関係が不明であり、詳
細な予測ができていない。1130ページには、ヤードや
道路が細長い形状で、樹林の改変率も小さいので影響
は低減できる、影響は小さいと予測されているが、営
巣可能な植生や樹林分布との関係、えさ場や水場など
の移動経路と関係についても検討すべきものと考え
る。

ミゾゴイの予測評価の内容いついては、No.85に
て回答させて頂いた内容及びご指摘頂いた内容
を踏まえ、検討いたします。

87

10 動物
（重要な種
及び注目す
べき生息地
（海域を除
く。））

1154

吉
﨑
委
員

猛禽類などへの騒音影響に関して、工事の実施に伴う
騒音は一時的であるから影響は小さいと予測されてい
るが、騒音の発生は一時的であっても繁殖期であれば
大きな影響が及ぶ可能性は十分想定できる。工事騒音
による影響が小さいと予測するのであれば、それぞれ
の種の繁殖期には工事を行わないとか工事関係者が近
づかないとか、そのような対策を事前に検討しておく
ことが前提と考える。

ご指摘の点について、環境保全措置として営巣
地及び営巣推定地からの1km圏内においては、繁
殖初期（交尾期や抱卵時期）での工事の制限を
行うといったものを検討しております。具体的
な措置の内容については、専門家等からの助言
を踏まえ、評価書においてお示しいたします。

88

10 動物
（重要な種
及び注目す
べき生息地
（海域を除
く。））

1166

吉
﨑
委
員

他の種でも同じであるが、年間予測衝突数の値が何を
意味しているのかを、もう少し丁寧に解説いただきた
い。他と比較して大きい数値なのか、小さい数値なの
かの評価がないので、意味するところがよくわかりま
せん。対象事業区域に8ペアのクマタカが確認され、
飛翔確認軌跡も非常に多く確認され、営巣や餌場、水
場として利用されていると考えられるのに、色々な項
目で影響が小さいという予測結果は説得力が十分では
ないと考えます。8ペアの関係性や移動経路、繁殖時
期や繁殖状況などを検討し、工事の実施時期と繁殖と
の関係などもっと詳細に検討すべきと思います。

年間予測衝突数の値については、1年間に衝突す
ると推定される個体数を表しております。風力
発電機の耐用年数が20年であることを踏まえ、
事業実施期間中に1個体が衝突するかどうかとい
う観点から考えますと、算出した値が0.05を下
回るかどうかという点が1つの目安になるかと考
えております。予測評価の際には、この値も参
考にしつつ、各種の生態的特性も踏まえた他、
クマタカについては確認状況等から推定した行
動圏をベースに、各ペアにおける好適な餌資源
環境の減少率や、営巣適地環境の分布状況等を
踏まえた上で、予測評価を行っております。

89

10 動物
（重要な種
及び注目す
べき生息地
（海域を除
く。））

1192

吉
﨑
委
員

衝突確率や衝突数に関する既存知見はほとんどないと
の記述があるが、1193ページには、これらの値を根拠
にブレードなどへの接触可能性は小さいと予測されて
いる。もう少し丁寧な説明が必要と考えます。

渡り鳥についてのブレード等への衝突につい
て、算出した年間予測衝突数の値を参考にして
おりますが、国内における事例も踏まえた上で
予測評価を行っております。ご指摘の点を踏ま
え、評価書において、予測評価の内容を丁寧に
記載いたします。

16
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90

10 動物
（重要な種
及び注目す
べき生息地
（海域を除
く。））

1278-
1293

吉
﨑
委
員

ハチクマ、ツミ、ハイタカ、サシバ、ノスリなどで事
業地内に多くの飛翔軌跡が確認されているが、これら
から導かれる予測結果の記述が非常に曖昧で、今後、
何をどのように検討すれば良いのかの方向性が示され
ていない。猛禽類などの項目と同じように、もっと詳
細な記述が必要ではないでしょうか？

ご指摘のページについては、渡り鳥の累積的影
響に焦点を当てて記載しておりますが、各種に
おける事業地内での飛翔に関する予測評価は重
要な鳥類への影響予測として前段で取り扱って
おります。渡り鳥に対する累積的影響に関して
は、同事業者が浜松市内で計画している（仮
称）ウインドパーク天竜風力発電事業における
渡り鳥調査と調査日、調査時間を合わせた上、
それぞれの事業地での確認状況から、2事業間で
の累積的影響について検討しております。2事業
間における累積的影響を検討する際、最も配慮
すべき影響は、渡り鳥の移動経路を遮断、阻害
してしまうことかと考えており、その点に焦点
を当て、確認された個体数及び飛翔経路を比較
しております。2事業で確認された渡り鳥の個体
数には有意な差が見られたこと、その飛翔経路
から、2事業間を含む範囲での渡りルートは重複
していないと考えられたことから、累積的影響
は小さいものと考えております。
ご指摘を踏まえ、評価書において、予測評価の
内容をできる限り詳細に記載いたします。

91

11 植物
（重要な種
及び重要な
群落）海域
を除
く。））

15

今
泉
委
員

緑化の内容について書かれているが，緑化後の維持管
理について検討が必要だと考えられます。シカの食害
により緑化が失敗する事例もあるので，どのようにシ
カの食害対策をし，緑化法面の維持管理をしていくの
かの検討が必要です。

緑化については、適切な緑化材を採用いたしま
すが、天候や気象条件の違いにより、緑化が進
まない地点があることが弊社の他の地点の開発
においても発生しております。事業者としては
定期的に緑化材の補修を行うと共に緑化材の種
類の変更も視野にいれ、緑化材の早期定着を
図ってまいります。
シカの食害に関しては、事業地の大半は国有林
であることから、国有林が過去から実施してい
るシカ食害対策を参考にして対策を施すことを
検討しております。なお、当社の青山高原にお
けるシカ食害対策では緑化材としてシカの食害
に成果を挙げている植生物もありますので、当
該事業地においても有効であるか否かにつきま
して、専門家に相談して適用の検討を図ってま
いります。
緑化法面の維持管理については、定期的に点検
等を行っていきます。点検の結果、修繕等が必
要と判断した場合には、専門家に相談し緑化材
の検討を行っていきます。

92

11 植物
（重要な種
及び重要な
群落）海域
を除
く。））

1301

吉
﨑
委
員

1301ページの図では、風力発電機の設置予定地の東側
に植生自然度９のタブノキ群落が分布しているようで
す。これに管理用道路を重ねると、タブノキ群落を横
切るか、すぐ近傍を通過するように見えます。しかし
ながらタブノキ群落は現地調査の対象となっておら
ず、状況が不明のままです。タブノキは本来はもっと
沿岸域に生育する種ですが、それが沿岸から遠く離れ
た場所に群落として分布しているのは特異といえない
でしょうか？植生自然度も９ですので、現地調査の対
象から除外されているのは理由がよくわかりません。
1324ページの重要な植物群落からも除かれているよう
です。説明をお願いします。

準備書p10.1.5-8(1301)にお示ししております植
生図については、環境省から公表されている植
生図になります。現地調査では、この植生図も
参考にしながら調査を実施してまいりました
が、準備書p10.1.5-19(1312)にお示ししており
ますように、現地調査ではタブノキ群落は確認
されておりません。予測評価の対象となるの
は、現地調査で確認された重要な種及び群落と
なりますので、準備書p10.1.5-94(1387)にお示
ししております、現地調査で確認されたツルヨ
シ群落及びシキミ‐モミ群集の2群落に対する予
測評価をおこなっております。

17



No.
環境要素
の区分
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93

11 植物
（重要な種
及び重要な
群落）海域
を除
く。））

1387

吉
﨑
委
員

重要な植物群落にタブノキ群落が無いのは何故です
か？また、重要な植物群落に関する既存資料の分布
と、現地調査における実際の分布域とはどのように異
なっていたのでしょうか？図が無いので予測結果をイ
メージすることができません。適切な図の挿入を希望
します。

重要な植物群落にタブノキ群落が含まれない理
由としては、No.92に回答させて頂いたとおりに
なります。評価書において、既存資料からの重
要な植物群落と、現地調査結果からの重要な植
物群落の重ね合わせ図を掲載するようにいたし
ます。

94 12 生態系 445

坂
東
委
員

クマタカの餌資源調査においても、八高山山頂東側の
改変区域での調査が行われていません。

調査の実施に際しては、現地の地形等の状況を
踏まえ、安全に踏査可能な環境かどうかという
点からも適宜踏査ルートを設定して実施してお
ります。ご指摘の八高山東側では、前述した調
査員の安全面を考慮し、踏査は実施出来ており
ません。一方で、該当箇所と同様の環境では調
査を実施できており、針葉樹林における餌資源
量を推定する上でも、十分な調査になっている
と認識しております。

95 12 生態系 1449

坂
東
委
員

２繁殖期の調査では残念ながら高利用域が推定です。
■■■■、■■■■、■■■■の3ペアについて、行
動圏が重なっており発電機が近接しています。特に■
■■■ペアでは、仮に風車の周囲500メートルを避け
られても、東側や西側、南側の大部分の採餌環境好適
性Ａランクの採食地が利用できなくなる可能性があり
ます。風力発電機の削減など、さらなる低減を検討す
る必要があると思われます。

生態系の解析としては、Ａランクとなる場所は
あるものの、■■■■としては、南北に広くあ
ることから、その面積としては、確保されてい
ると考えております。また、現在、継続的に調
査を実施し、その行動について、データの積み
重ねをしており、必要となる保全措置について
検討をいたします。

96 12 生態系 1444

吉
﨑
委
員

環境保全措置についての記述について、クマタカにつ
いてこれだけ詳細に調査し、解析も行っているのに、
一般的な環境保全措置の内容が記載されているのみ
で、現地調査や予測結果から想定される具体的な保全
措置が記述されていないと感じます。クマタカの生態
的特性に応じた事前の保全措置がまだ多くあるのでは
ないでしょうか？更なる検討を求めます。

クマタカについて、準備書でお示しした環境保
全措置の他、ブレードの先端部等への塗色や、
ナセル部等への目玉模様の塗色を行う、営巣地
及び営巣推定地からの1km圏内においては、繁殖
初期（交尾期や抱卵時期）での工事の制限を行
う、・餌となる、ヤマドリやノウサギなどが集
まらないよう、ヤード部などは草が生えない砂
利敷きやコンクリート敷き等にする、餌とな
る、ヤマドリやノウサギなどが生息でき、クマ
タカの飛翔が可能となる林内整備をした森林の
創出を行うといったものを検討しております。
より具体的な環境保全措置については、専門家
等からの助言も踏まえ、評価書においてお示し
いたします。

97 12 生態系
1446-
1473

吉
﨑
委
員

それぞれのペアの採餌環境や営巣環境、餌資源の状況
は理解できましたが、できればこれらを全て重ね合わ
せた図は表現できないでしょうか？各々のペアごとに
見れば面積によって評価できるのかもしれませんが、
ペア間の競合関係などの関係性を理解することができ
ません。8ペアがこれだけの範囲に生息できているこ
とをもう少し詳細に解析していただきたいです。1417
－1419ページを見ればわかるように、これだけの集中
的な軌跡が確認されている中で、1473ページのよう
に、周囲に好適環境が多く分布しているし、消失する
好適環境の面積が小さと言うだけで、事業による影響
が小さと言う結論を出すことは早計と思います。更
に、当初予定よりも発電機の設置数を減らしたのはク
マタカのことを考えてとの記述もあったかと思いま
す。それらのことも含めて、解析の中で記述していた
だきたい。

好適な採餌環境、営巣環境、餌資源の分布状況
を重ね合わせますと、図面としては煩雑なもの
となり、かえって見にくいものとなってしまう
ことから、控えさせて頂ければと思います。
ご指摘にありますように、行動圏が隣接ペアと
重複する部分もございますが、解析の結果、重
複しないエリアにも採餌環境好適性がAまたはB
に該当する箇所が存在する他、好適な営巣環境
も存在していることからも、影響は小さいもの
と考えております。本事業については、継続し
て猛禽類調査を実施しており、評価書では、そ
の結果を踏まえて再度解析を行うこととしてお
ります。その際には、ご指摘頂いた点も踏まえ
た上で、予測評価の内容を検討してまいりま
す。

18
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98

14 人と自
然との触れ
合いの活動
の場

1544

坂
東
委
員

管理道路と八高山のハイキングルートが重なる場所は
ないですか。

八高山の登山コースと図2.2-4(1)管理用道路図
との重ね合わせは図は、別添資料№98のとおり
であり、現段階での計画では
●カザンタオ①～バランダ③へ向かう登山道の
一部区間（※②の周辺）
●カザンタオ①～大垂滝（⑤）への林道
●馬王平（⑫）～五叉路（⑬）へ向かう登山道
が、管理用道路と重複するルートとなります。

99 16 その他
1564
1578
1580

秋
山
委
員

他の項目にもありましたが，定期的に会議等を行い，
環境保全措置の内容について・・・とありますが，な
ぜ定期的な会議なのでしょうか．

工事の実施に際しましては、多くの業態・業種
の人員が係ることを想定しております。雇い主
教育の都度、当該事業地における環境保全措置
の順守を指示してまいりますが、時間の経過と
共に環境保全措置意識の低下が懸念されること
から、これを防止する目的で定期的に開催する
工程会議の中で環保保全措置の再周知を図るこ
とを計画しております。

100 16 その他
1564
～
1565

秋
山
委
員

前出しておりますが，ここでも道路のこと，法面のこ
と，濁水防止のことなどが記載されています．ご検討
下さい．

ご指摘頂いた内容を踏まえ、検討いたします。

101 16 その他
12-15
39
1562

小
泉
委
員

改変区域の内28haで緑化が予定されていますが、当該
区域ではニホンジカの急激な増加が報告されており
（注1）、食害回避のために防護柵を設置してくださ
い。また、調査では確認されていませんが、当該区域
はイノシシの生息域ですので（注2）、防護柵はイノ
シシの掘り返しに対応できるよう堅牢な構造としてく
ださい。
注1）令和3年度ニホンジカ生息密度図（富士川以西地
域）静岡県
注2）第二種特定鳥獣管理計画（イノシシ）（第4期）

シカの食害に際して防護柵等を設置するなどの
対策を施すことを考えておりますが、事業地の
大半は国有林なので国有林が過去から実施して
いる対策を参考にさせていただき、当該地での
有効な対策を施すことを考えてまいります。

102 16 その他 14

横
田
委
員

一定期間継続して土壌改変工事を実施する計画です
が、季節的に大雨が予想される時期は工事を実施しな
いなど環境に配慮した工事計画にしてください。表面
を養生シートで被うだけでは対応としては不十分と思
います。

土木造成工事は一定の期間が必要であることか
ら、工事の開始に当たっては長期降雨予想及び
台風などの接近を注視し、必要に応じて工事の
中断や中断時の養生を計画することで、河川へ
の濁水の流入を防ぐことを検討してまいりま
す。

103 16 その他 17

横
田
委
員

切土（黄色）・盛土（黄緑色）の表面はどのようにな
るのでしょうか？また、盛土法面の線は何を意味して
いるのでしょうか。

切土（黄色）、盛土（黄緑色）は造成時に平ら
に仕上げる箇所を表しております。また、盛土
のり面の線は等高線を図示しております。

19



No.
環境要素
の区分

ページ 意見元 意見等 事業者の見解

静岡県環境影響評価審査会委員からの意見等に対する事業者の見解
((仮称)ウインドパーク遠州東部風力発電事業　準備書) 資料３

104 16 その他 39

横
田
委
員

「沈砂池の容量を超える場合には上澄み液を排水し」
とありますが、具体的にどのような仕組みで排水する
でしょうか。
「伐採木は土砂流出対策に用いる等のさらなる有効活
用を検討する」とありますが、具体的にはどのような
ことを検討するのでしょうか。
また、プラスチック樹脂ネット等を設置する計画です
が、長期使用に耐えうる素材でしょうか？長期間紫外
線にさらされることで樹脂が劣化することは考慮され
ているのでしょうか。

沈砂池は、まず排水設備（①タイプの場合はポ
リスチレン管、④タイプの場合はコルゲート側
溝）の設置高さまでは水をためていきます。そ
の際、濁水は沈砂池で滞留し、濁水が濃度緩和
されます。そこに新たな濁水が供給された場合
で、排水設備設置高さから、上澄みが排水され
ます。満杯の時に濁水流入があっても、濁質を
多く含んだ水は沈砂池の下の方に沈み、上澄み
液が排水されるという仕組みです。
伐採木のうち、枝条は排水口付近の散布するこ
とによって、排水口付近の表面流発生を防ぐと
ともに、ろ過材としての役目も一部持たせま
す。
また、プラスチック樹脂ネット等は、定期的な
状況確認を行い、施設の更新を計画してまいり
ます。

105 16 その他 47

横
田
委
員

運転設備管理事務所は、上下水道が整備されていない
地域には設置しない、との理解で宜しいでしょうか。

現時点では、管理事務所の設置場所は不明であ
ります。しかしながら、運転設備管理事務所
は、住居地区に設置させていただくこと（又は
既存の建物を利用する）を想定しておりますこ
とから、上下水道が完備されている地区になる
と想定しております。

106 16 その他 55

横
田
委
員

近年の異常気象の影響で時間雨量（mm/h）の値が変化
してきているため、月の平年値だけでなく、時間雨量
及び、降雨時間について取りまとめ、降雨の状況を把
握する必要があるかと思います。

当該事業は、静岡県林地開発許可の審査を受け
ることとなるため、林地開発基準に準拠した設
計をいたします。この許可制度で示されている
降雨強度について許可基準をクリアできるよう
設計段階から取組んでまいります。なお、2022
年7月より静岡県盛土条例も施行されておりこの
条例に適合するよう設計段階から協議調整をさ
せていただいております。

107 16 その他 17-34

吉
﨑
委
員

改変区域と緑化範囲が示されているが、露出する切土
のり面の表面の状況は全て同じでしょうか？その場所
の地山の表層地質の状況によって露出するのり面の状
況が異なれば、のり面の安定化方法や緑化方法や緑化
樹種にも影響を及ぼす可能性があります。出現する切
土のり面の表層の状況について、安全側にたった検討
をお願いしたい。現地は年降水量も多く、冬季には凍
結や融解によるのり面の不安定化が想定されますの
で、そのような検討もぜひ事前に行っていただきた
い。

事業計画において露出する切土法面の表面は、
場所毎により状況は変わってまいります。した
がって法面の安定化方法や緑化の樹種について
は、現地の地質の状況を確認すると共に、必要
に応じて専門家の助言を得て選定してまいりま
す。

108 16 その他 43

吉
﨑
委
員

図2.2－4において、伐採範囲とはどの範囲を指してい
ますか？説明が必要と思います。改変区域＝伐採範囲
でしょうか？また、保安林の場所も図中に示してくだ
さい。

伐採範囲は、図2.2-4でお示しした着色ある部分
となっております。本事業では、この着色した
外側に土地の改変による影響が予測される範囲
として改変区域の表現をさせていただきまし
た。
保安林の位置は別添資料№108のとおりです。
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109 16 その他
140
289

吉
﨑
委
員

準備書中いろいろな図で事業計画と動植物や生態系な
どの分布との関係が示されているが、図3.1－31に示
されている管理用道路や盛土、切土との関係が示され
ていないので、影響が想定しにくい。例えば、289
ページの図においても、風力発電機の設置予定範囲と
重要な自然環境のまとまりの場との関係はわかるが、
管理用道路や盛土などの改変区域との関係が不明であ
り、影響が想定しにくい。検討いただきたい。

ご指摘頂いた図面について、示し方を検討した
うえで、評価書においてお示しさせて頂きま
す。

110 16 その他 707

吉
﨑
委
員

管理用道路3における影響回避措置については確実に
実行していただきたい。

管理用道路3については、既設林道の近傍に河川
が存在し、当該林道の改変を行うことにより、
濁水が河川に入り込む可能性が他の道路に比べ
高いことが予測されております。このため、環
境保全措置の確実な実行はもとより、工事施工
に当たっては、短い区間に区切って施工を行う
などの対策も施してまいります。
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